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1．財政再計算の基本方針  

（1）経済前提め考え方   

地共済年金制度は公的年金制度の－．環であり、全制度が共通の経済指  

標によりスライドを行う仕組みとなっていることなどにより、過去の年  

金数理部会報告書においても、経済前提については全制度共通とする必  

要があるとされていることから、これまで同様、厚生年金の平成21年  

財政検証と同一の取扱いとしている。  

（2）組合員数の前提について   

地共済の組合員数は、近年、定員適正化に向けた取組みなどが進めら  

れていることなどにより・減少傾向が続いている。将来の組合員数を見込  

むに当たっては、将来における行政改革及び市町村合併などに伴う公務  

員数の削減等がどのように行われるかが不明確である中で、極めて長期  

間にわたる見込みを立てなければならないことから、近年の組合員数の  

減少傾向にも充分配摩しつつ、特に将来推計人口との整合性に留意して  

見込むことが必要かつ合理的な方法であると考えられる。   

地共済の組合員数と生産年齢人口（15～64歳）との過去の関係を  

みると、組合員数の対生産年齢人口割合l草地共済年金制度が成立して以  

後の期間において、その前半では増加傾向であったが、その後半におい  

ては減少傾向にあるという一定の関係が認められる（別添資料参照）こ  

とから、将来の組合員数を見込むに当たっては、前呵と同様に将来推計  

人口（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18  

年12月推計）」における出生中位死亡中位推計）による将来の生産年齢  

人口を基礎として見込んでいる。   

具体的には、基本的には地共済の生産年齢人口に占める割合は一定で  

あるという仮定を置くこととしているが、現に直近5年間は地方公共団  

体の集中改革プラン等により組合員数が減少傾向にあることや、更なる  

行政改革などにより足下の見込みとしても更に減少すると見込まれるこ  

となどを勘案して、今後5年間はこの減少傾向が続くものとして組合員  

数を見込んでいる。  

一卜   



（3 

地共済においては、厚生年金等他の′公的年金と同様世代間扶養の考え  

方を基本とした段階保険料方式に基づき財政運営を行うこととしている。   

また、今回の財政再計算は、再計算以降おおむね百年間に相当する期  

間の終了時に長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な  

碍立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つことができ  

るようにする、いわゆる有限均衡方式の考え方に基づき行っている。   

具体的には、厚生年金と同様、再計算を行った平成21年度以降、・平  

成117（西暦2105）年度までの間で財政の均衡を図っている。ま  

た、 

にするための積立金は、地共済と国共済を合わせた積立度合が1となる  

場合について保険料率及び財政の見通しを作成している。  

（4）給付水準や保険料率設定の考え方  

① 給付水準の考え方  

制度設計上、・2階部分は厚生年金に準拠、3階部分は2階部分の2   

割という従来からの考え方を踏襲している。  

② 保険料率設定の考え方  

今回の財政再計算における地共済及び国共済の保険料率について   

は、平成1 

一の保険料率としている  

保険料率の・毎年の引上げ幅については、■厚生年金の引上げ幅も考慮   

して、0．354％としている。  

（5）その他、財政再計算に当たって前提とした考え方（特恵すべき事項）  

特になし。  
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別添資料  

生産年齢人口、地共済組合員数及び対生産年齢人口割合の推移  

年度 34  39  44  ヰ9  54  59 平成元  6  11  柑 19  

年度 34  39  4ヰ  49  54  59 平成元  6   11   16  －9  

年度 34  39  ヰ4  49  54  59  平成元  8  11   18 19  

－3－   



地共済組合員数の見込み  

年度、   
伸び率   

西暦  †も   千人  
平成18 2004  84，705   －0．5  3  ．8701  －0．8  －1．3   

17 2005      －0．9  9  

18 2008      －0．9  3  ．8460  ー■．2  －1．1   
19 2007      －¢．8  2  

20 2008  8  889  －0．8  2.953 3.6073 -0.5 -1.3 

212009  8  3丁5  －0．¢  5  

22 2010      －0．3  7  

23 2011      ・・0．8  ○  
212012      －1．5  3  

25 2013      ーl．4  8  

28 2014  7  188  －1．3  0  

27 2015  7  317   －1．1  0  

28 2010      －0．9  5  0．0  －0．9   
Z9 2017      －0．8  3  0．0  －0．8   
30 2018      －0．8  3  

312010      －8．7  1  

32 2020      －0．丁  5  

33．2021      －0．¢  ℡  
34 20i2      －0．7  381  
35、2023      －0．8  〇81  

3¢ 2024      －0．8  0  

○  
38V2028      1）．8  8  

38 2027      ■－0．9  ヰ  
40 2028      －1．0  9  

412029      －1：2  0  

42 2030      －1．2  3  

43 2031      －1．0  8  

44 20a2      －1．4  5  0．0  －1」   
ヰ5 2033      －1．ち  0  

40 2034      －1．5  5  

8  

4色 2038      －1．8  8  

492037      －1．9  7  

50 2038      －1．9  ○  
6120：柑      －1．9  7  

52 2040      －1．7  2  

5328一‖      －1．8  9  

54 2042      －1．8  7  

55 204：）      －1．5  8  

58 2044      －1．5  9  

8  

58 20J柑      －l．ヰ  丁   
59 204丁      一 －1．4  381  
00 2048      －1．5  l  

812049      －1．8  8  

82 2050      －1．8  2  

8ユ 2081      －1．4  7  

84 2052      －1．1  3  

○  
8¢ 2054      －1．l  丁  
87 2055      －1．3  8  

88 2058      －1．1  ユ   
89 2057      －1．1  381  
70 2058  43．  788  －1．4  8  

7120ち8  43．  118  －1．5  8  

72 2080  42．  480  －1．5  3  

73 208l  11．  81丁  －1．8  ○  
74 2082  41．1朗   －1．8  ¢  
75 2083  40．  474  －1．丁  2  

78 2084  39．  805  －1．丁  8  

77 2085  39．  132  －1．丁  5  

78 2（帽8  38．  472  －1．7  881  
丁9 208？  3丁．832   －1．丁  8  

80 2088  3丁．  212  －1．8  7  

8120紬  38．    －1．0  5  

82 2（け0  38，  029  －1．0  5  

83 20Tl  35，朋柑   －1．¢  5  

84 2072  錮．  921  －1．6  8  

85 207ユ  34．4一日   －l．ら  8  

88 2074  33．  924  －1．4  0  

87 2075  33，  453  －1．4  l  

88 20丁8  32．  987  －1．4  7  

89 2077  32．  55丁  －1．3  2  

90 207（l  3乙  128  －1．〇  7  

別 20丁9  31．T10   －1．3  2  

92 2080  31．  302  －1．ユ  7  

9：I2081  30．  900  －1．き  3  

94、2082  30．  508  －1．3  8  

95 2083  ●30．  117  一l．ユ  8  

98 2084  29．  丁33  －l．8  2  

9†2085  2！事．  353  －1．3  8  

98 2088  28．975   －1．3  6  

98 2087  28．  801  －1．3  2  

100 2088  28．228   －1．3  9  

101201I9  2了．  858  －1．3  8  

102 20！lO  27．489   －1．8  8  0．0  －1．3   
q  

184 20g2  20．  768  －1．8  丁  
105 2（柑3  20，  393  －1．ヰ  4  

108 2084  2¢，  03ユ  ーり  38l  
107 2095  25．  8丁7  －1．l  8  

108 209¢  25．  32tI  －1．4  8  

108 2097  24．  880  －1．l  4  

1102098  2  

11120錮  b  

1122川0  8  

11ユ2101  381  
1142102  8′  

1152103  381  
1182104  38t  
1172105   81   

（注）生産年齢人口は、平成柑牛虎以前は総務雀「国勢肌査J及びー推計人口Jによる実欄  
佃L平成柑年度以降は直立社会像陣・人口開せ研究所r8本の将来椎削人口（平成18  
年12月推計）」による出生中位死亡中位経机  

－4－   



2．財政検証・財政再計算に用いた基礎数・基礎率とその作成方法  

（1）基礎数・基礎率の種類  

の基礎数   

現在組合員   

性別、年齢別、被保険者期間別   組合員教     組合員の平均組合員期間  
組合員の給料月額（注1）  

組合員の給料累計額（再評価前）  

基礎数  組合旦の給料累計盤（再評価後）  

年金受給権者   受結者教  

性別、年齢別、年金の種類別（注2）  年金額  
年金待機者   待機者歎  

性別、年齢別、年金の種類別（注3）  年金点   
（注1）給料月額×1．25＝標準  報酬月額   
（注2）退職年金（退年相当、通年相当）、障害年金、遺族年金  
（注3）退職年金（退年相当、通年相当）  

－5－   




